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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２６年８月７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２６年１月２４日（金） ０９時００分ごろ以降の投錨後

～１４時３３分ごろの間） 

発生場所 関門港若松第５区の製鉄戸畑泊地 

福岡県北九州市所在の戸畑航路導灯（前灯）から真方位０５６°６

８０ｍ付近 

（概位 北緯３３°５５.３′ 東経１３０°５２.０′） 

事故調査の経過  平成２６年１月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡し

たため行わなかった。  

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーモーターボート ＴＡＫＡ
タ カ

丸Ⅱ
ツー

、５トン未満 

 ２９０－４８８４９福岡、個人所有 

 ５.５８ｍ（Lr）×１.９８ｍ×０.９０ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、４４.１０kＷ、平成８年１１月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７７歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定  

  免許登録日 昭和５１年７月１６日 

  免許証交付日 平成２３年３月３１日 

         （平成２８年４月１７日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、平成２６年１月２４日０９時００

分ごろ魚釣りをする旨を家族に告げて自宅を出発した。 

 船長は、本船付近で漂流中のところ、１４時３３分ごろ北九州ＬＮ

Ｇ護岸にいた作業員に発見され、同護岸上に引き上げられた。 

船長は、心肺停止状態であり、病院に緊急搬送され、蘇生し、人工

心肺装置が着けられたが、翌２５日０８時３９分ごろ医師に死亡が確

認され、死因は溺水と検案された。 

死体検案書には、直接には死因に関係しないが、傷病経過に影響を

及ぼした傷病とし、低体温、頭蓋骨骨折、気脳症及び蘇生後症候群の

記載があった。 
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本船は、戸畑航路導灯（前灯）から真方位０５６°６８０ｍ付近の

製鉄戸畑泊地で錨泊しており、海上保安庁の巡視船により、若松海上

保安部前の桟橋にえい航された。 

（付図１ 事故発生場所 参照）  

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南西、風力  ４ 

海象：潮汐 上げ潮時 

 その他の事項  本船の船外機は、発見時、停止していた。 

 船長は、発見時、救命胴衣を着用していた。 

船長は、携帯電話を身に着けていたが、揚収後、海上保安官が見分

したところ、水没により、使用できない状態だった。  

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

不明 

不明 

不明 

 船長の死因は、溺水であった。 

 本船は、２４日０９時００分ごろ以降において、製鉄戸畑泊地で投

錨した後、１４時３３分ごろ船長が本船付近で漂流しているところを

付近の護岸にいた作業員によって発見されたことから、この間におい

て、船長が、落水したものと考えられるが、落水に至った状況を明ら

かにすることはできなかった。 

 船長は、落水して溺水したものと考えられるが、溺水に至った状況

を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が製鉄戸畑泊地で投錨した後、船長が落水したこと

により発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・携帯電話は、緊急の際に使用できるよう、防水パックに入れるな

どして身に着けておくこと。 
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付図１ 事故発生場所 
 

 


